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序     文 
 

ガーナ共和国は、構造調整実施後の 1985～2004 年まで平均経済成長率 4.65％を記録し、2004

年には 5.8％に至るなど、マクロ経済指標でみる限りにおいては近年良好な経済状況にありま

す。しかしながら、国際市況の変動に大きく影響されるカカオ、金、木材などの少数の１次産

品に過度に依存した産業構造や、援助に依存した経済成長、公共部門主導の経済体質は本質的

には改善しておらず、長期的な視点から国内産業の育成、生産構造の多様化、高付加価値化、

及び地場産業の活性化により経済の自立化を進めることが必要とされる状況にあります。 

また経済成長により貧困層の対人口比率は改善されつつあるものの、経済の自由化に伴い国

内の所得格差は拡大傾向にあり、これらが社会の安定への懸念材料となっています。特に都市

部と地方の地域格差が大きく地方農村部の貧困は依然として深刻であり、これを解決するため

には地場産業の振興による地方農村部の雇用機会の拡大、所得の増加が強く求められておりま

す。 

このような背景の下、2004 年にガーナ共和国政府よりわが国政府に対し、地場産業振興を目

的とした開発調査の要請が提出され、当機構は 2004 年 11 月にプロジェクト形成調査団を派遣

しガーナ共和国における地場産業振興について現状確認等を実施しました。またこれに引き続

き 2005 年８月に事前調査団を派遣し協力内容の検討を行い、合意した協力内容をについてス

コープ・オブ・ワーク（Scope of Work：S/W）ドラフトとして取りまとめ、これを添付したミ

ニッツに署名・交換いたしました。 

本報告書は、プロジェクト形成調査及び事前調査での調査・協議結果を取りまとめたもので

す。 

この場をお借りして、本件にご協力いただいた日本・ガーナ共和国双方の関係各位に深くお

礼を申し上げるとともに、今後ともご支援をいただけますようお願いいたします。 

 

 2005 年 11 月１日 

 

独立行政法人国際協力機構 

経済開発部長 佐々木 弘世 
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第１章 調査の概要 
 

１．派遣の背景及び目的 

ガーナ共和国（以下、「ガーナ」と記す）は、構造調整実施後の 1985～1996 年、実質成長率

年率平均 4.65％を記録し、サブ・サハラ・アフリカ諸国のなかの成功例と評価されてきた。し

かしながら、多額の援助や国際市況の変動に左右されるカカオ、金、木材などの少数の１次産

品輸出に依存する産業構造、経済構造に変化はなく、今後、援助依存体質から脱却し、経済の

自立化を達成するには国内産業の育成、生産構造の多様化及び高付加価値化を促進する必要が

あるといわれている。 

係る状況の下、現クフォー政権は 2002 年２月にガーナ貧困削減戦略（Ghana Poverty Reduction 
Strategy：GPRS）の最終版を完成させ、貧困削減を主要課題としつつも、民間セクター育成に

よる経済発展を重視している。 

これに対する日本側対応として、2003 年度にガーナ大使館、独立行政法人国際協力機構

（Japan International Cooperation Agency：JICA）ガーナ事務所及びガーナ財務省との間で現地

ODA タスクフォースの協議の機会を設定し、今後のわが国の対ガーナ援助方針として、開発目

標を「貧困削減を伴った経済成長」と定め、重点開発課題を「地方・農村部の活性化」及び「ポ

テンシャルを生かした産業の育成」の２本柱とすることを表明し、これに対し先方より基本的

な合意が得られている。またこれに沿った形で実施された 2004 年度向け要望調査においては

先方政府から多数の中小零細企業支援を中心とした産業の育成に係るプロジェクト要請が提

出された。しかしながら同国においては中小零細企業支援についての協力実績がほとんどなく、

当該分野の基礎情報収集を行い要請案件の妥当性を判断するとともに望ましい協力内容を検

討する必要が生じ、2004 年４月に経済開発分野要請背景調査団が派遣された。要請背景調査の

調査結果は概略以下の２点。 

（１）中小零細企業振興はガーナの経済開発における喫緊の課題であるが、これに対する公

式な産業政策、あるいは中小零細企業政策は存在せず、GPRS やこれから派生する大統

領スペシャルイニシアティブ（President’s Special Initiative：PSI）と Rural Enterprise 
Development Programme (REDP)1 など、いくつかの関連する戦略・プログラムが政策、

施策の替わりに用いられている。 

（２）多数のドナー機関が上述の戦略・プログラムをサポートする形での協力、あるいはこ

れらに距離を置いた民間セクターへの直接協力等を実施しており、具体的協力内容につ

いても政策立案に係る支援からマイクロ・ファイナンス、事業支援機関（Business 
Development Service：BDS）の提供に至るまで、中小零細企業振興のために有効と考え

られるあらゆるコンポーネントについて取り組みが行われている現状にある。 

要請背景調査の実施後、先方政府より貿易産業省（Ministry of Trade and Industry & 
President's Special Initiative：MOTI & PSI）をカウンター・パート（Counterparts：C/P）
とし、REDP による地場産業振興への取り組みを支援することを目的とした開発調査の

要請があげられた。 

本調査団は、係る要請を受け、協力内容枠組について検討することを目的として派遣

                             
1 日本の一村一品に似たプログラムであり、ガーナの 110 の郡でそれぞれ３品の特産品を振興するもの。各郡で特産品ごとに立ち上

げられる村落企業組合（Cooperative Village Enterprise：COVE）が活動の実施主体となり、各郡の District Assembly 等がこれを支援

する。 
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するものである。 

 

２．調査の基本方針 

（１）先方政府より提出された要請書の内容を協力のフレームワークとしたうえで、協力内

容詳細について検討するにあたり必要な情報を関係機関の訪問、視察を通じて収集する。 

（２）上述の情報を参考としたうえで、先方と本格調査の内容、実施手法について協議し、

合意内容をスコープ・オブ・ワーク（Scope of Work：S/W）ドラフト及びミニッツ（Minutes 
of Meeting：M/M）としてまとめ署名する。 

（３）併せて本開発調査との有機的連携が期待される当該分野本邦研修等による人材育成の

ニーズについても確認する。 

 

３．調査期間 

2004 年 11 月 2 日（火）～14 日（日） 

 

４．調査団員構成 

総括/地場産業振興 花井 正明 JICA 国際協力総合研修所 

国際協力専門員 

11 月 2 日（火）～

14 日（日）

人材育成 三木 義男 北九州国際技術協力協会 委嘱研修コー

スリーダー 

11 月 6 日（土）～

14 日（日）

研修計画 坂部 英孝 JICA 九州 

業務第一チーム 

11 月 6 日（土）～

14 日（日）

企業組合 林田 隆之 JICA 経済開発部 第一グループ中小企業

チーム ジュニア専門員 

11 月 2 日（火）～

14 日（日）

協力計画 池上 宇啓 JICA 経済開発部 第一グループ中小企業

チーム 

11 月 2 日（火）～

14 日（日）

 

５．調査日程 

月 日 行 程 滞在先 

1 11/2 火 11:35 成田発（NH201） 

15:05 ロンドン着 

 

 

 

ロンドン泊 

2 11/3 水 14:00 ロンドン発（BA081） 

20:55 アクラ着 

 

 

 

アクラ泊 

3 11/4 木  8:30 JICA 事務所 

10:00 Export Trade House 発足式典 

13:30 地方自治地域開発省（Ministry of Local Governance and Rural 

Development：MOLGRD） 

14:50 在ガーナ日本国大使館 

16:00 英国国際開発省（Department for International Development, UK：

DIFD） 

17:30 MOTI & PSI 

 

 

 

 

 

 

 

アクラ泊 
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4 11/5 金 午前【現地調査】 

Yelo Krobo District, Eastern Region 
・District Assembly 表敬、ヒアリング 

・COVE 参加予定事業者へのヒアリング 

・事業予定地訪問 

  （マンゴー畑、工場予定地） 

 

午後【現地調査】 

Ga District, Greater Accra Region 
・District Assembly 表敬、ヒアリング 

・COVE 参加予定事業者ヒアリング 

・現地訪問（養蚕農家） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクラ泊 

5 11/6 土 午前【現地調査】 

アクラ周辺 

・Tema 工業地域見学（車より） 

・PSI Garment 工業団地見学 

・Accra 軽工業地帯見学（車より） 

・零細企業見学（家具製造業、陶器販売業） 

 

午後 資料整理 

 

 

 

 

 

 

 

アクラ泊 

6 11/7 日 資料整理 

 

（研修班） 

20:55 アクラ着 

 アクラ泊 

7 11/8 月  9:00 民間セクター開発省（Ministry Private of Sector Derelopment：
MOPSD） 

10:30 国家小規模産業局（National Board for Small Scale Industries：
NBSSI） 

12:30 国連工業開発機関（United Nations Industrial Development 
Organization：UNIDO） 

 

15:00 財務経済企画省 

16:45 企画標準局（Ghana Standard Board） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクラ泊 

8 11/9 火 クマシへ移動 

 

11:30 Metropolitan Assembly 
12:00 COVE 参加予定業者ヒアリング（製靴） 

12:30 NBSSI Region Office 
 

午後【現地調査】 

Amansie-West District, Ashanti Region 
・District Assembly 訪問 

・COVE 参加予定業者ヒアリング 

・現地訪問（シトロネラオイル抽出装置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クマシ泊 
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9 11/10 水 午前【現地調査】 

Twufu-Praso District, Central Region 

・District Assembly 訪問、ヒアリング 

・COVE 参加予定業者ヒアリング 

・COVE 投資予定者ヒアリング 

・現地訪問（石鹸製造工場、工場団地予定地、パームオイル抽出工場、

高校建設現場、観光拠点） 

 

ケープコーストへ移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケープコースト泊 

10 11/11 木 アクラへ移動 

 

12:00 JICA 事務所 

16:00 MOTI & PSI 

 

 

 

 

 

アクラ泊 

11 11/12 金 午前 資料整理 

 

13:30 S/W 案、M/M 署名 

JICA 事務所、在ガーナ日本国大使館報告 

国別援助計画調査団との意見交換会 

23:30 アクラ発（BA078） 

 

 

 

 

 

 

機中泊 

12 11/13 土 06:40 ロンドン着 

19:00 ロンドン発（NH202） 

 

 

 

機中泊 

13 11/14 日 15:40 成田着  
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第２章 地場産業活性化計画 
 

2004 年４月の経済開発分野要請背景調査で把握された経済開発分野の基礎情報に基づき、産

業政策、中小企業政策の状況を再確認したうえで、本件開発調査による間接的な支援が求めら

れている REDP の進捗状況、周辺状況、及び具体的な協力内容に重点を置いて、調査・協議を

行った。 

 

１．産業政策・中小企業政策の現状 

 1－1 産業政策 

ガーナ長期社会経済計画（1996～2020）（National Development Policy Framework：NDPF）
はガーナの経済開発分野における基礎的な計画であるが、同計画においては 2020 年までに

中所得国になることが長期ビジョンとして掲げられている。この長期ビジョン及び同計画に

記載の主要政策目的は現在も有効なものと位置づけられているが、現クフォー政権は

MOPSD の設立や現時点での主要政策ペーパーとされる GPRS の策定にみられるようにマク

ロ経済、生産と雇用、人的資源開発、グッドガバナンスに比重を置いた政策をとっている。 

GPRS は Vision-2020 と比較し農産品加工や中小企業開発を強調するなどの特徴があり、

GPRS の枠内での工業セクターの長期目標は次のとおりである。 

① 工業の GDP シェア拡大（現在約 14％のシェアを年率 12％以上成長） 

② 中小企業支援の拡大 

③ 農産品加工への企業家の誘致 

④ 輸出指向製造部門の奨励 

⑤ 製造業製品の国際的競争力拡大 

⑥ 製造業、農業、教育、サービス業、その他関連セクター間の連携強化 

⑦ 国内需要に合わせた製品の多様化と、輸出の多様化 

⑧ 工業への国内・国外民間投資拡大の確保 

⑨ 工業への地元原材料の利用拡大 

⑩ すべての工場操業における環境配慮 

また、中期目標は産業のパフォーマンスを改善し、輸入材への過度の依存や生産能力の低

利用という課題を克服することであり、重点課題は次のとおり。 

① 工業セクターの再編、及び既存の有望企業の拡張・多角化・近代化、競争力の強化を

含む、主要産業の修復 

② 新しい工業能力の確立促進：（食品・農工業、木材加工、ビル・建設業、冶金工業、

繊維・縫製、エンジニアリング、パッケージ、化学産業） 

③ インフラ支援と Intermediate Technology Transfer Unit（ITTU）諮問サービスを付加し

た小規模ビジネス企業ゾーンの設置 

④ 2004 年までに ITTU サービス提供率を 50％拡大 

⑤ 農業近代化を促進し、農産加工への投入拡大を加速するアグリビジネス・ゾーンの設

置 

⑥ 地場の民間セクターの促進と工業開発での地元企業・外国企業双方の参画 

なお、民間セクターの GDP 貢献度は現在の８％から 20％に増大する計画であり、政府は
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Facilitator として適切な環境の創造と、支援サービスの提供を行うことが期待されている。 

 

 1－2 中小企業政策 

2002 年９月に UNIDO の協力の下作成された産業政策提言のなかで零細小規模企業政策に

ついての提言も含まれているものの、同提言はいまだガーナ政府の正式な承認を受けていな

い。また零細及び小規模企業の慣例的な定義はあるものの中・大企業についてはガーナ側で

定義されておらず、ガーナにおいては公式の中小企業政策は存在せず、GPRS やこれから派

生した PSI や REDP などが、政策・施策の代替をしている状況にある。 

係る現状から、G-G ベースで中小企業振興に関する協力を実施する場合、PSI や REDP と

関連のある支援を行うことが現実的と考えられる。 

なお、主要な中小企業支援機関には、責任官庁である MOTI & PSI、実施機関である NBSSI、
小規模工業協会（ASSI）、農村企業プロジェクトの実施機関である適正技術工業サービス財

団（Ghana Regional Appropriate Technology Industry Service Foundation：GRATIS）、企画標

準局（Ghana Standard Board）、輸出促進機関である Ghana Exports Promotion Council（GEPC）、

製造業者の集合体である The Association of Ghana Industries（AGI）などが存在するが、相

互の連携はいまだ弱いのが現状である。 

なお中小企業の発展にとって、以下の問題が切実な課題としてあげられており、今後の対

応が望まれる状況にある。 

①低生産性と古い技術、②市場・産品情報の欠如、③国内・外の狭隘な市場、④公共セク

ター、大企業、中小企業間の連携の不十分、⑤中小企業相互間の情報交換の不十分、⑥女性

企業家のフォーマルセクター経済への参加困難、⑦適切な資本確保の困難、⑧ビジネス情

報・研修へのアクセスの欠如 

 

２．地場産業振興の現状 

 2－1 REDP の背景 

GPRS が現在のガーナにおける経済開発計画としての役割を果たしており、同計画では計

画期間（2003～2005 年）にわたって貧困削減への支援を図ることとしている。しかしながら

GPRS のみにより現政権の掲げる 2010 年までに国民１人当たり所得を 1,000 米ドルに上昇さ

せるとの目標の達成は困難であるとの認識の下、MOTI & PSI は新成長プログラム（Industrial 
Reform and Accelerated Growth Program）に着手した。 

この新成長プログラムの土台を補強する意味で、「輸出指向工業化計画」と「総合的輸入

代替工業化計画」の２つの戦略が実施されることとなった。前者は農産加工業とその他製造

業に焦点を置き、PSI の対象産物を中心としたキャッサバでん粉、塩、パームオイル、ココ

ア・バター/飲料、縫製・繊維、手工芸品等の製品の輸出を計画している。一方、後者は政

府による非石油輸入品の 70％と、個人・企業による加工食品・農産品輸入の 50％を国内生

産に切り替えようとするものである。この２つの戦略を進める手段として現在 REDP が開始

され、全国の District（郡）を対象に１郡３品運動が展開されようとしている。 

 

 2－2  REDP の進捗状況 

REDP は District を拠点とした市民参加、地域社会、政府・民間協調を重視しており、District 
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Economic Development Plan の明示、優先プロジェクトの確認、事業計画の策定・精査を経

て、各 District において地域住民が一部出資する有限責任の民間企業 COVE を設立すること

が期待されている。当初計画では各郡３品を対象として COVE 設立を促進する計画となって

いるが、今回の調査団派遣時点では、各郡１種の産品について COVE を設立するための事業

プランを作成している状況で、正式に成立した COVE はまだない。初期投資の出資者として

標準的には、民間投資家、地域住民、郡政府の３者がそれぞれ 60:20:20 の割合で出資する

ことが予定されている。 

今後、どの程度実際に COVE が成立するかは郡政府（District Assembly）の資金収集力、

企業家誘導力及び地域社会の団結力などに依存するものと考えられる。 

 

 2－3 地域における COVE の設立状況 

以下の４州４郡において関係者からヒアリングを行った。 

・Greater Accra Region, Ga District：SERICURTURE 
・Eastern Region, Yilo Krobo District：MANGO PROCESSING 

・Asshante Region, Amansie-West District：CITRORONELLA PROCESSING 
・Central Region, Twifo-Praso District：COCOA HUSK 

各 District で予定している事業概要は以下のとおり。 

 

 （Greater Accra Region, Ga District：SERICURTURE） 

数軒の農家が副業として実施している養蚕事業についてより多数の農民の参加を募り、農

民の出資、District の出資、及び一般投資家の出資により絹織工場を備えた COVE を設立す

る。農民 140 名が参加予定。初期投資として 80 万米ドルが必要とされており、現在 District 
Assembly が出資者の勧誘を行っている。 

 

 （Eastern Region, Yilo Krobo District：MANGO PROCESSING） 

現在同 District で活発に生産され加工業者に卸されているマンゴーについて、既存のマン

ゴー農家組合を母体に地域のマンゴー農家の参加を募り、マンゴー加工工場を備えた COVE
を設立する。現在 80 軒以上の農家が本計画に賛同しており、最終的には 120 軒以上の農民

の参加を募る予定。初期投資として約 46 万米ドルが想定されている。 

 

 （Asshante Region, Amansie-West District：CITRORONELLA PROCESSING） 

現在同 District では農家が農業組合の所有する簡易な加工設備を用いて生産したシトロネ

ラ（香草）からオイルを抽出しガーナ資本の石鹸メーカーに卸売りしているが、District や一

般投資家からの出資を募り、より大量にオイルを生産できる加工設備を備えた COVE を設立

する。District の各地に 200 軒ほどの農家が点在しており彼らの参加を想定。予算規模は明確

ではないが District Assembly が現時点で想定している出資額が 500 米ドル程度と非常に少な

く、全体の予算規模も比較的小さいものと思われる。 

 

 （Central Region, Twifo-Praso District：COCOA HUSK） 

当地域はガーナ有数のパームオイル産出地であり、同 District においてもパームツリーの
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栽培及びオイル製造が村落レベルで活発に行われている。また近年、地元出身の起業家がそ

のオイルと、同じく同地で産出されるココの殻を原料に用いた石鹸製造のベンチャー企業を

立ち上げ、成功を収めている。これらを踏まえ、同 District では REDP の対象業種として石

鹸製造業を選定。同ベンチャー企業と農民を中心に COVE を設立し、石鹸製造業を同地の産

業の柱にする予定である。現在の工場を拡張し、更に設備を充実し、増産を図る予定。目標

とする出資額は、投資家から 100 万米ドル、District から 50 万米ドル、COVE 参加の農民や

企業から 20 万米ドル、その他 NGO 等から 20 万米ドル。農民は土地、ベンチャー企業は工

場及び設備を現物出資することで可能。投資家については、今回の面談にアクラの投資会社

も同席するなど実現性が感じられる。また、オイル及び石鹸の製造現場も視察し、従業員の

取り組み姿勢、原材料や在庫、製品量等も確認したが、生産性は高く感じられた。小規模で

設立して実績を上げ、増資による事業拡大を図っていけば早い段階で REDP の成功例になる

可能性はあるものと思われる。 

 

なお４件の視察を通じて把握された課題は以下のとおり。 

・COVE の対象産業について 

MOTI & PSI 側が視察先として選定した４つの COVE から判断すると REDP 全体として

１次産品に若干の加工を行う程度の農産物加工業が多く、高い付加価値が期待できる産業

は少ない可能性がある。パイロットプロジェクト実施地の選定にあたっては地場産業振興

へのインパクトが確保できるよう District に存在する COVE の対象産品に留意する必要が

ある。  
・COVE 設立への課題 

District Assembly 及び COVE 参加予定者からのヒアリングでは、訪問した４つの District 
のそれぞれに共通し「ほぼ設立準備が整っておりあとは投資を募れば COVE 設立できる」

といった説明がなされた。COVE の資本は原則 District Assembly 20％、地域の COVE 参加

者 20％、及び投資家 60％の出資によるものとされているが、地域の COVE 参加者の出資

は土地、原料（農産物）の提供によるものが多く、現金としての出資は投資家によるもの

に期待されている。しかしながら具体的に投資家の候補がみつかっているのは Twifo-Praso 
District のみであり、COVE 設立に向けては一般的に投資家の確保が最大の課題であると思

われる。またコンサルタントが策定したビジネスプランを精査せずに活用している模様で

あり、投資以外の面でも当事者が気づいていない問題点が多く残されている可能性も否定

できない。 
・District Assembly について 

COVE の設立にあたっては District Assembly が中心的な役割を担っているが、その事業

実施能力は District によって大きく異なるものと思われ、パイロットプロジェクト対象

District を選定するにあたっては District Assembly のキャパシティーを重要なクライテリア

とする必要がある。  
 

３．地場産業活性化に係るガーナ側関連機関の状況 

REDP は直接的には MOTI & PSI が進めているプログラムであるが、この成功のためには様々

な機関の協力が必要であり、今回の調査では主要な関連機関についてヒアリングを行った。
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MOTI & PSI を含め、関係機関の概要及び REDP に対する関与状況、概略は以下のとおり。 

 

（１）MOTI & PSI 
ガーナの貿易産業全般を管轄する機関であり職員数は約 170 名。11 の部局から構成され

る。PSI と REDP を重要プログラムとして位置づけており、PSI については新設された PSI
部局、REDP については SME 部局の管轄である。REDP に関しては SME 部局の５名程度

の職員が直接各ディストリクトを訪問して指導を行う等積極的な取り組みが行われてい

る。 

 

（２）MOPSD 
民間セクター開発に関するプログラムについてのモニタリング、評価、省庁間の調整を

主要な活動としており具体的な施策実施の機能はない。REDP についても実施レベルでの

直接的関与はなく、プログラム全体の進捗管理・評価等のみ実施する予定。なお現在の時

点では REDP については進捗を見守っており特に評価は実施していないとのこと。 

 

（３）NBSSI 
1985 年に MOTI & PSI の管轄下に設立された小零細企業の振興を目的とした機関。アク

ラの本部のほか、83 の District にビジネスアドバイザリーセンター（Business Advisory 
Center：BAC）をもち、金融支援や研修による人材育成を中心に様々な活動を実施してい

る。しかしながら REDP に関しては中央レベルでは「REDP は零細、小規模ではなく中規

模企業の形成をめざすプログラムであるため中央レベルで NBSSI が直接かかわる性質のも

のではない。現場レベルでの協力は必要に応じて実施する」との認識であり、また地方レ

ベルでも今回ヒアリングした限りでは具体的に REDP に対する支援が行われている様子は

確認できなかった。 

 

（４）Ghana Standard Board 
MOTI & PSI 傘下の規格検査機関であり、ガーナで生産されるすべての製品については

同機関の審査を受け Quality Mark を付けることが義務づけられている。しかしながら必ず

しもすべての製品が審査を受けてはいないのが現状であり、審査義務についての周知徹底

を図るとともに、安全性の確保が必要とされる製品のみに審査を義務づける対象を限定す

るなどの対応を予定している。REDP に関しては COVE において開発された製品の審査の

面で関与することとなる。 

 

 （５）MLGRD 

全国の District Assembly を統括する省庁であり、政府の定めた Decentralization Agenda
に従って地方分権化を進めている。REDP に関しては中央レベルのステアリング・コミッ

ティのメンバーであり、District Assembly に対し REDP への積極的な取り組みを促すなど

の役割を果たしている。 
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 （６）District Assembly 
ガーナにおける地方自治体であり Assembly Membeｒの３分の１は中央政府から指名さ

れるものの３分の２は District 独自で任命する等、政府の定めた Decentralization Agenda
の進捗に伴い中央政府からの独立性を高めている。REDP に関しては District 主導の下地域

の関係機関を集めた District Oversight Unit が構築され、これが地方レベルにおける REDP
プログラム実施促進の中心的な役割を担っている。また District は中央政府から使途を指

定された予算のほかに Common Fund と呼ばれる独自に使途を決定できる予算をもち、

REDP については Common Fund による支援が期待されている。なお District ごとに予算規

模は大きく異なり、産業の発達している地域では District の独自収入が多く予算が比較的

潤沢であるが、北部等の貧困地域においては District の予算も不足しているとのこと。ま

た、District の職員の人材育成も今後の課題とされている。 

 

４．地場産業振興に係る関連ドナーの状況 

2004 年４月の経済開発分野要請背景調査時に各ドナーの基本的な協力内容は調査している

ため、今次調査においてはガーナの経済開発分野における協力でコーディネーター的な役割を

果たしている DFID 及び UNIDO から REDP に関するヒアリングを行った。 

ヒアリング結果は以下のとおり。 

 

 （１）DFID 

・現在のところ REDP に対するドナーの直接的な支援は行われていない。 

・DFID は現在コンサルタントを雇用し REDP についての基礎調査を行っている。 

最終的な調査結果はまだ明らかではないが、現時点では以下の印象を受けている。 

１）サプライサイドに重点を置きマーケットを軽視したプログラムであるため、具体的な

対象産物の選定の段階において多くの District で同一産物が対象となっている等の問題

がおきている。REDP 支援を進めていくうえではこの点を修正するような配慮が必要。 

２）資金調達の方法に関し COVE の予算の 60％が一般投資家の投資でカバーされる予定

であるが、この実現可能性については慎重に見極める必要がある。JICA が REDP に関

連する支援を行う場合、他のドナーや国際機関の実施する Finance 面での支援と連携を

図ることも視野に入れることが望ましい。 

 

 （２）UNIDO 

・REDP については企画の段階で協力を行ったが実施の段階での協力は今のところ予定し

ていない。現時点では REDP に関し、実施段階での官民の役割分担の明確化が課題にな

るであろうとの印象を受けている。 

・地場産業活性化のためには基礎情報として産業統計が必要になるが、ガーナには正確な

産業統計が存在しない。このため現在 MOTI & PSI に対し産業統計作成に係る支援を行

っており、来年６月に策定される予定。JICA で地場産業活性化に関する支援を行う際に

は是非活用されたい。 

 

 



－11－ 

５．想定される開発調査協力内容について 

１～４.に記載した調査結果を踏まえ、実施が決定された場合を想定しての協力のフレーム

ワークを S/W 案として作成しこれに基づき MOTI & PSI 側と協議しガーナ側の合意を得た。合

意内容については付属資料 M/M 及び S/W 案のとおり。また協議における主要検討事項は以下

のとおり。 

 

 （１）パイロットプロジェクトの内容について 

当初の要請内容では既に存在する COVE に対しパイロットプロジェクトとして具体的

支援を行いこれを成功に導き、この過程で得られた知見に基づき COVE のマネージメント

マニュアルを作成することに主眼が置かれていた。しかしながら今次調査により、REDP
を含め地場産業の活性化のために District に求められている役割が大きいものの、実際に

REDP を進め COVE を立ち上げるにあたっては既に資金の確保を含め様々な課題に直面し

ており、COVE の立ち上げを含め District 主導による地場産業活性化の手法全体について

の知見が求められる状況であることが確認された。係る状況を踏まえ COVE の成功事例

策定を最終的な目標としつつも District 主導による地場産業活性化についての成功事例づ

くりに目的の重点を移したうえでパイロットプロジェクトを実施することとした。 

 

 （２）プロジェクトの対象地域、パイロットプロジェクト数について 

調査対象地域は南部の Greater Accra Region、Ashanti Region、Eastern Region の３州と

し、このなかで３件のパイロットプロジェクトを実施することを想定していたが、 

① ガーナでは地域により社会経済状況が大きく異なり、特に北部地域は経済状況が非常

に悪く南部の３州のみでパイロットプロジェクトを実施した場合、貧困地域で地場産業

振興を図るために有効な知見を得ることが困難であると予想される。 

② MOTI & PSI は地域的特徴に基づき全国を以下のとおり４つのゾーンに区分して

REDP 事業を進めており、各エリアにおいてパイロットプロジェクトを実施することに

より地域的多様性に対応し得る知見を得ることができる。 

（貿易産業省によるゾーン区分） 

Eastern Zone（Greater Accra, Volta, Eastern） 

Coastal Zone（Central, Western） 

Middle Zone（Ashanti, Brong Ahafo） 

Savanna Zone（Northern, Upper East, Upper West） 

等により、ガーナ側との協議の下 Greater Accra Region、Ashanti Region、Central Region、
Northern Region の４州を対象地域とし４件のパイロットプロジェクトを実施することと

しガーナ側と合意した。 

なお Northern 州においては妥当な候補 District が選定できないおそれもあり、係る場合

にも対応可能となるよう必ずしも各州から１プロジェクトを選定するわけではなく同一

州から２プロジェクトが選定される可能性もあるこについても確認した。 

 

 （３）調査の実施体制 

以下の点についてガーナ側と合意した。 
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・REDP に限らず地場産業の活性化を目的とする施策の成功には、MOTI & PSI と様々な関

係機関との連携が不可欠である。本件においても中央レベルにおいて MLGRD 等の関係

省庁を含めたステアリング・コミッティーを設立することによりスムーズな連携を図る

こととする。 

・地方分権化が進められる現状の下、今後の地場産業活性化に関しても District Assembly
に期待される役割が大きい。パイロットプロジェクトの実施にあたっては、District 
Assemblyを中心としたワーキンググループを設立しこれを実質的 C/P とすることにより

District Assembly のキャパシティービルディングを図るとともに District Assembly と

NBSSI 等関係機関との連携モデルの構築を行う。 
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第３章 中小企業振興分野人材育成について 
 

１．調査結果概要及び研修計画方針 

本調査にて、中小企業振興を担う関連機関を訪問し、様々な側面からヒアリングを実施した。

その結果、中小企業振興における人材育成の柱として、①中小企業形成・育成方針、②コア・

コンピタンス（ほかに対し競争優位な中核技術・能力：Core Competence）の発掘、③経営管

理者育成の３点について以下現地調査の結果をまとめるとともに、開発調査地場産業活性化計

画との有機的連携を視野に入れ、研修に必要な方針づけを行った。これら調査結果は 2004 年

度の実施が既に決定している国別特設「中小企業振興支援」コースに反映することととする。 

 

（１）中小企業形成・育成方針 

国家・地域としての産業振興政策は、個人的な事情（短期的な収入の確保等）が優先さ

れるものではなく、「協働による地域活性化」により、組織的な経営促進及びリスク回避、

社会的安定の促進だけではなく、ひいては次世代への基盤整備へつなげることが効果とし

て発現する。 

現地における実情は、パームオイル抽出等、農業の延長としての家内工業的実施が中心

となっており、１次産業から 1.5 次産業への移行に際し、どのように商品に対する付加価

値を付けていくかということが今後求められ、これによりこれら産業の中小企業化をめざ

すこととなる。しかし、実際には District Assembly が各工場を訪れ、中小企業振興施策の

説明及び実施協力への説得をしている状況であり、極端にいえば、住民に対する地方活性

化・産業育成への「動機づけ」が十分伝わっていない状況とみられる。 

また、施策実施において、各省・組織にて分担された役割・業務がある一方、REDP 実

施及び中小企業振興に対する考え方、施策、取り組みに差異があることが確認された。具

体的な例をあげると、クマシでは District Assembly が積極的に各種セミナーを実施し、企

業支援を積極的に実施する一方、NBSSI 地方支部では主体的な実施というよりも、あくま

でも企業側の要請・ニーズがあって初めてセミナー等を実施する姿勢であり、実施の区分

が不明確なだけでなく、同一地域内での温度差も顕著であった。 

産業振興普及においては、税収向上等国・地方行政の利点とするのではなく、住民自身

及び住民の子孫を含めた、地域の将来に対するメリットが大きいことを企業のあり方に対

する視点がより求められる。そのため、本研修では REDP 実施を具体例として、行政側の

施策実行能力向上、並びに役割の整理を行うこととする。 

 

（２）コア・コンピタンスの発掘 

パームオイルの原料となるヤシは、マレーシアから持ち込まれ、プランテーション経営

による統合的栽培・収穫が実施されており、その歴史は必ずしも深いとはいえない。また

カカオ等古くから栽培されているものも、他国から持ち込まれたいわゆる「外来品種」で

ある。しかし、農産品の種類も含め、現在のガーナがもつ強みを生かした次世代基盤整備

が必要となる。未開の広大な国土、英語圏であること、地方部まで浸透している教育実施

体制、穏やかな天候等、その素質は十分もち得ている。こうしたコア・コンピタンスを発

掘し、産業発展構想及び実施戦略に生かされる必要がある。本研修では、コア・コンピタ
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ンス発掘に関する具体的手法（ブレイク・スルー思考法等）習得により、行政の産業育成

ビジョン立案に係る能力向上を図りたい。 

 

（３）経営管理者育成 

わが国の産業発展は、高い技術力によるところが大きいといわれるが、その裏には技術

管理、経営管理、財務管理、品質管理等の技術が十分にあってはじめて成立したといえる。

わが国にとっては、この管理能力がコア・コンピタンスのひとつとして定義することがで

きる。 

実際のヒアリングにおいて、MOTI & PSI、企画標準局より、特化した分野（ISO 認証・

取得、JIS・JAS 等日本の品質規格規定、品質管理等）の研修実施について要望があった。

しかし、実際工場等の実施状況を確認した結果、政府が支援する総合的な品質維持体制以

前に、原価管理、品質管理、納期管理等、顧客のニーズに合わせた管理体制にはなってお

らず、安定には基本的な運営管理能力が必要である。 

将来的には、ガーナ側が要望する政府組織による総体的な品質管理は必要となるが、本

研修においては、基礎的な生産管理能力を優先して実施し、これを踏まえたうえで政府組

織による総合的品質管理に係る技術移転を研修にて実施する方針である。 

 

２．研修計画内容 

上に記載の実施方針及び実施予定の開発調査の進捗状況との調整を図りつつ、研修の全体構

想及び具体的な研修実施内容案を以下のとおり策定した。 

 

（１）全体構想 

本研修は、現段階では 2004 年度実施に向けて採択・通報されているものの、2005 年度

以降については未定である。しかし本調査を通じ、現地状況の確認、開発調査の実施内容

との連携、及び REDP 実施における中・長期的な視点から判断しても１年実施のみで発現

される効果は限られるため、これら要素を検討した結果全体構想は表３－１のとおりとな

り、少なくとも３年間の実施が理想的であると考えられる。 

 

表３－１ 研修計画全体構想 

年 度 目 的 対 象 開発調査実施行程（見込） 

2004 

(１年次) 

「ポテンシャルを生か

した産業育成」を通した

地方・農村部の活性化に

必要な行政能力の向上 

中小企業振興事業（政策立

案・政策実行）に従事する管

理職・経営者 

2005/02：調査開始及び IC/R 提出

（Phase-I） 

2005/03：P/R 提出 

2005 

(２年次) 

開発調査で実施中のパ

イロットプロジェクト

の円滑な実施に必要な

Bench Marking の獲得 

パイロットプロジェクト従事

者 

2005/04：P/R 提出 

2005/08：パイロットプロジェクト開

始（Phase-II） 

2005/11：IT/R 提出 

2006 

(３年次) 

開発調査の実施結果を

基に普及する人員の育

成 

COVE 活動の普及者及びコー

ディネーター 

2006/08：DF/R、ME 提出 

2006/09：F/R 提出 
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2005、2006 年度の実施については、実施を確約するものではない旨説明したうえで、ガ

ーナ側に対し３年間にわたる計画として全体像を提示し、おおむね理解を得ることができ

た。なお、ガーナ側の要望及び調査団内での確認の結果、２年次、３年次については、開

発調査の実施状況並びに研修受講結果によるガーナ側要望の変更に基づき、必要に応じ研

修実施内容の追加修正を検討することとした。 

 

（２）計画内容 

１）初年次（2004 年度） 

当該年度内の開発調査の開始を想定しているものの、実質的に今年度内に技術協力と

しての同時進行的連携は困難であるものと見込まれる。そのため、本年度は中小企業振

興における概念・基礎知識、政策的意思の浸透等、将来的に開発調査及び研修員受入の

成果をガーナで発揮できるよう、主に関連省庁・組織の上層部への啓発による「環境整

備」を目的として実施する。 

（ア）期間・カリキュラム構成 

想定される研修内容（カリキュラム構成）は、表３－２のとおり。 

 

表３－２ 想定される研修内容 

研修科目 研修内容 研修目的 

本における中小

企業振興の歴史 

1) 日本政府による中小企業振興施策 

2) 北九州市における中小企業振興施策 

3) 北九州商工会議所 

4) 北九州中小企業連合 

5) 日本の産業構造 

日本における経験と教訓 

中小企業振興に

関する基礎知識 

1) アフリカにおける中小企業振興 

2) グローバル化の動向と対処 

3) 貿易振興 

4) 人材育成のための教育（中小企業大学校直方校）

5) 小企業振興における行政の役割（支援組織） 

6) 品質管理を取り巻く支援組織（ISO,JIS） 

中小企業振興における様々な

知識・トピックの提供 

行政管理能力 

1) マーケティング 

2) 人材育成と産業振興 

3) コーチングマネージメント 

4) 品質管理 

5) 財務管理 

行政管理能力向上（講義） 

ブレイク・スルー

思考法 

1) 未来のあり方に関する施策 

2) 中小企業振興施策 

3) 行政の役割の明確化 

施策実行における合意形成 

視察調査（北九州

地区） 

1) 中小企業工場 

2) ベンチャー企業工場 

3) ポリテク・カレッジ（職業大学校） 

中小企業振興におけるベンチ

マークの獲得 
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研修旅行（北九州

地区以外） 

1) 中小企業工場 

2) 工業団地 

3) 大分県臼杵市 

4) 福岡県行橋市 

日本における各種関連事業の

現状 

研修評価 1) 研修評価 
JICA、KITA を交えた研修実施

効果の確認 

実行計画作成及

び発表 
1) 実行計画の作成及び発表 実行計画の作成及び発表 

 

これらを総合的に実施した場合、時間数にして計 92 時間（約 23 日）程度が必要とな

り、休日等を含めると、研修実施期間は約１ヵ月程度となる。 

今後、ガーナ側での人選、日本側での受入手続き等を勘案した場合、以下の行程が想

定される。 

 

要請書受付締切（JICA ガーナ事務所宛）：１月 ４日 

受入回答期限 ：１月 31 日 

来日指定日 ：２月 28 日 

ブリーフィング ：３月 １日（日本語研修はなし） 

研修実施 ：３月 ２～31 日 閉講式 

離日 ：４月 １or２日 

※日程はすべて 2005 年 

（イ）想定される参加者 

全体的なバランス等を考慮した場合、想定される受入人数及び構成は、以下のとおり。 

MOTI & PSI ２名 

MLGRD ２名 

BSSI 本部 ２名 

MOPSD １名 

ガーナ規格協会 １名 計 ８名 

ただし、最終的な構成については、少なくとも各組織１名参加を原則としながらも、

その参加者数はガーナ側に委ねることとし、G.I.への具体的記載は避けた。なお１年次

実施内容・期間については、G.I.（案）をガーナ側に提示し、その内容について理解を

得ることができた。 

  ２）２年次（2005 年度） 

当該年度の実施時期は前年度と同時期（２～３月）を想定している。開発調査ガーナ

「地場産業活性化計画」が S/W ドラフトどおりのスケジュールで実施された場合、同調

査にて実施されるパイロットプロジェクトは 2005 年８月開始が想定されることから、

実施時期はパイロットプロジェクト実施行程の中間点にあたる。パイロットプロジェク

トの実施箇所・内容は現段階では未定であるが、今年度実施分については当該プロジェ

クトに従事するスタッフ（主に District Assembly 所属者等地方人材を想定）の一部を受

け入れ、主に同プロジェクトの円滑な実施に必要な各種ベンチマークの獲得を目標とし

て研修を実施する予定である。具体的な研修目標は以下のとおり。 
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a．企業組合経営の管理能力向上（マーケッティング、人材育成、品質管理、財務管理） 

b．具体的問題解決手法（方法論）の獲得 

c．事務局機能の理解と活用（マニュアル作成と維持管理） 

なお、研修実施期間については、プロジェクト実施のキーパーソンが、長期間不在に

ならないよう配慮するとともに、プロジェクトの進捗によっては、参加研修員の招聘時

期を分離して受け入れることも検討する余地がある。 

また、MOTI & PSI から要望のあった特定分野に係る技術については、開発調査の進

捗状況と実施結果等を基に、今年度実施分にて日程の一部に組み込むことも検討したい。 

  ３）３年次（2006 年度） 

2006 年９月には、開発調査の最終報告書が提出され、REDP は開発調査実施事例を用

いて他郡への普及活動が開始される段階となる。１年次、２年次における研修の実施に

より、企業連合の実施運営等組織強化に関する知識・能力は強化され、今後はそれら活

動を効果的・効率的に普及していくことに主眼が置かれる。 

普及に際しては、調整役としての鍵となる役職につく人物の調整・実施能力が問われ

ることになることから、今年度は当該人物を対象とした実施・運営能力強化が必要とな

る。しかし、現時点ではそれを担う組織・役職が必ずしも明確ではなく、また単純に実

施・運営能力の向上を図るとしても、開発調査の成果品、及びガーナ側の普及実施体制

によって、効果的な手法が再度確認される必要がある。そのため、今年度実施内容につ

いては、現段階では概念的な示唆にとどめ、開発調査実施結果並びにガーナ側実施体制

を十分吟味したうえで、今後検討することとしたい。 

 

３．研修終了後のフォローアップ 

上述のとおり、本研修の終了とともに本件にかかるガーナ側への技術協力は終了する予定と

なる。しかし、本研修終了後、開発調査にて示された COVE 活動の成功事例に基づき全国に向

けて普及活動が進行する。普及においては、研修実施による成果発現も期待されるが、経年変

化による効果減衰、並びに当初想定できなかった事態も想定される。そのため、研修終了後３

～５年を目途に JICA-Net を使用したフォローアップにより、帰国研修員のプレゼンテーショ

ンによる研修効果発現の確認及び日本側からの知識補完を実施できれば、更なる効果発現が期

待される。 

 



付 属 資 料 

 

１．面談者リスト 

 

２．開発調査要請書（含む REDP プログラム概要説明書） 

 

３．ミニッツ 
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